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万引き防止リーフレット

「万引き防止リーフレット」で検索すると、リー
フレットを画面上で見ることができます

まん び 　　　　ぼう し　　　　　　　　　　　　　　 けんさく

が めんじょう　　 み



　万引きは、代金を支払わずに商品を持ち出す犯罪行為です。刑法235条の窃盗罪にあたり、10年
以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる重大な犯罪です。
　万引きがあった場合、お店より警察に通報があります。その場で捕まらなくても、防犯カメラなどに
より万引きしたことが証明されれば、後からでも警察に呼び出され、詳しく取り調べをされます。
　また、学校に連絡が行き、家族も呼び出され、盗んだ分の代金は弁償することになります。

万引きした人が、過去にそのお店で盗んだすべての代金
お店がその人を捕まえるために監視する人を雇った費用
お店が防犯ミラーを設置するための費用
お店が警察官に説明をしている間に、営業できなかった分の利益
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引きをしたときにどうなるか？
書店でコミック３冊（1,170円）を万引きして警察に捕まった人に対し、書 が

損害賠償を求めました。次のうち、請求できるものはどれでしょう。
（□に　 を記入）
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